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月
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日
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閣
総
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大
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安
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三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
非
正
規
雇
用
が
四
割
ま
で
拡
大
し
た
原
因
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
非
正
規
雇
用
が
四
割
ま
で
拡
大
し
た
原
因
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

労
働
力
調
査
（
詳
細
集
計
）
に
よ
る
と
、
役
員
を
除
く
雇
用
者
に
占
め
る
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
年
平
均
の
割
合
は
、

平
成
二
十
四
年
の
三
十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
平
成
二
十
七
年
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
て
い
る
。
御
指
摘
の

「
政
策
の
失
敗
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
割
合
が
増
加
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
が
講
じ
ら
れ
六
十
歳
以
上
の
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
が
増
加
し
た
こ
と
及
び
景
気
回
復
に

伴
い
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
し
て
働
き
始
め
る
方
が
増
加
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


